
平成２８年１２月２２日 

南木曽町民 各位 

南木曽町 

『中津川市公立病院に関する方針』 が中津川市より示されました 

 

平成２８年１２月２１日に開催された中津川市議会の第６回病院・医療等対策特別委員会において、中津

川市長が方針を示しました。これは中津川市民向けに作成された回覧ですが、取り急ぎ南木曽町のみなさん

にお知らせいたします。今後の経過は広報紙、ホームページ等により、随時お知らせしていきます。 

 

記 

■これからの地域医療 

２つの病院の位置付けを次のように区分します。 

・市民病院は、これまでどおり東濃東部の中核病院として位置付けます。 

・坂下病院は、平成３０年度に向けて、入院規模を縮小したうえで外来機能を維持し、現在の坂下老人 

保健施設を坂下病院に移設し、やさか地域の地域包括ケアシステムの拠点としての機能を担う病院と 

して位置付けます。 

■中津川公立病院に関する方針 

１．２つの公立病院は、将来にわたり市民が必要とする医療を確保するため、医師の招聘
しょうへい

に最善を尽くす

とともに役割分担を行い、連携を強化する。 

２．坂下病院の外来機能は、医師確保が可能な診療科を残す。 

３．坂下病院に入院機能として療養病棟を残し、急性期及び急性期後の回復期病床を市民病院に集約する。 

４．坂下老人保健施設を坂下病院に移設する。 

５．市全体の地域包括ケアシステムを構築するため、坂下病院は主としてやさか地域の外来機能と在宅医

療を担い、市民病院は前記以外の地域を担う。また、在宅療養中の方が急変等した場合の救急対応・ 

入院機能は市民病院が担う。 

  また、今後の市の地域包括ケアシステムは病院だけではなく、健康福祉部が大きく関わりを持ち、その

取り組みを推進する。 

  なお、地域包括ケアシステムは自治体ごとに構築することが望ましいため、木曽南部地域については、

別途協議する。 

・ただし、この方針は平成３０年度の姿であり、今後の経営状況並びに医師の招聘
しょうへい

又は退職の状況等により改

めて必要な見直しを行います。 

・平成３０年度とした理由は、１つ目には両病院の現状を直ちに変更することが困難なため。２つ目には坂下病

院の経営改善計画の検証や医師の意向、医療法人等の動向などを見極めていく必要があるため。 

・方針の細部については、中津川市公立病院機能検討委員会での検討をお願いしていきます。 

 

※やさか地域・・・山口、坂下、川上地域の略称 

※地域包括ケアシステム・・・要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みのこと。 

【問い合わせ先】 

南木曽町役場  もっと元気に戦略室  

TEL：0264-57-2001  FAX：0264-57-2270 


